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昭
和
六
十
二
年
度
、
六
十
三
年
度
の
東
京
都
実
施
の
小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
報
告
に 

関
す
る
質
問
主
意
書 

   

提 

出 

者 
 

鈴 

木 

喜 

久 

子 

一 

 



都
市
の
基
盤
作
り
の
一
貫
と
し
て
、
都
市
高
速
鉄
道
の
連
続
立
体
交
差
事
業
計
画
が
複
々
線
化
と
あ
わ
せ
て
推 

進
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
計
画
沿
線
各
地
に
環
境
上
の
、
ま
た
都
市
計
画
上
の
波
紋
を
大
き
く
投
げ
掛
け
て
い 

 

る
。
と
り
わ
け
市
街
地
地
域
で
は
住
民
の
間
か
ら
高
架
で
は
な
く
地
下
化
を
望
む
声
が
大
き
く
、
高
架
計
画
を
推 

 

進
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
側
と
の
紛
争
と
な
っ
て
お
り
、
連
続
立
体
交
差
事
業
の
構
造
形
式
の
決
定
の
在
り
方
が 

厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
。 

小
田
急
小
田
原
線
の
東
北
沢
駅
・
喜
多
見
駅
間
の
複
々
線
連
続
立
体
交
差
事
業
は
昭
和
三
十
九
年
の
現
行
都
市 

計
画
決
定
の
後
、
そ
の
構
造
形
式
を
巡
っ
て
、
鉄
道
の
高
架
化
を
基
本
と
し
て
推
進
し
よ
う
と
す
る
東
京
都
と
鉄 

 

道
の
地
下
化
を
求
め
る
沿
線
住
民
と
の
間
で
二
十
数
年
に
わ
た
り
、
論
争
が
続
い
て
き
た
。
ま
た
、
昨
年
八
月
に 

 
 

昭
和
六
十
二
年
度
、
六
十
三
年
度
の
東
京
都
実
施
の
小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
報
告
に 

関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



発
足
し
た
東
京
鉄
道
立
体
整
備
株
式
会
社
へ
の
東
京
都
及
び
世
田
谷
、
練
馬
両
区
の
出
資
に
関
し
て
は
、
高
架
化 

 

を
前
提
と
し
、
収
益
事
業
を
中
心
と
し
た
同
会
社
へ
の
出
資
は
不
法
か
つ
不
当
で
あ
る
と
し
て
都
民
、
両
区
民
に 

 

よ
り
監
査
請
求
が
な
さ
れ
た
。
同
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
却
下
さ
れ
た
が
、
請
求
人
は
納
得
せ
ず
、
い
ず
れ
に
つ 

 

い
て
も
出
資
の
取
消
し
等
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
現
在
東
京
地
裁
民
事
二
部
で
併
合
審
理
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
去
る
八
月
二
十
一
日
よ
り
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
東
京
都
と
世
田
谷
区
が
実
施
し
た
「
小
田
急
線 

複
々
線
化
連
続
立
体
交
差
事
業
素
案
説
明
会
」
で
は
、
梅
ケ
丘
駅
・
喜
多
見
駅
間
の
都
市
計
画
の
一
部
変
更
を
伴 

 

う
高
架
複
々
線
化
計
画
素
案
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
素
案
は
、
昭
和
六
十
二
年
と
六
十
三
年
に
国
庫
補
助
を
受 

 
 

け
、
東
京
都
が
実
施
し
た
小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
（
以
下
「
調
査
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
京
都
は
、
右
連
続
立
体
交
差
事
業
の
主
体
で
あ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の 

 
 

「
調
査
」
に
つ
い
て
は
説
明
会
で
の
住
民
側
か
ら
の
再
三
の
公
開
要
求
に
対
し
、
一
切
応
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か

り
か
、
東
京
地
裁
民
事
二
部
か
ら
の
資
料
要
求
の
嘱
託
に
も
未
だ
応
じ
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
先
般
九
月 

 

四 

 



都
市
計
画
法
第
十
六
条
、
第
十
七
条
は
住
民
参
加
を
う
た
っ
て
い
る
。
住
民
の
意
思
を
都
市
計
画
の
決
定
過
程 

 

に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
事
業
者
側
が
住
民
か
ら
意
見
を
求
め
よ
う
と
す
る
計
画
案
（
素
案
）
は
、
そ
の

形
成
過
程
と
基
礎
資
料
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
公
聴
会
や
意
見
書
の
提
出
は
立
法
の
趣
旨
に
反
し
、
形
骸
化 

し
て
し
ま
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
今
回
の
「
調
査
」
に
関
し
て
の
公
開
拒
否
は
明
ら
か
に
立
法
の
精
神
を
逸 

 

脱
し
て
い
る
。 

連
続
立
体
交
差
事
業
は
都
市
計
画
事
業
で
あ
り
、
今
回
の
事
例
は
都
市
計
画
法
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十 

 

一
条
第
二
項
に
よ
り
、
認
可
権
は
建
設
省
が
握
っ
て
い
る
。
東
京
都
は
先
般
の
説
明
会
で
高
架
を
選
択
す
る
理
由 

 
 

と
し
て
「
調
査
」
に
よ
り
事
業
費
が
地
下
式
よ
り
も
安
上
が
り
と
試
算
さ
れ
た
と
い
う
結
果
の
み
を
強
調
し
、
計
画 

六
日
の
建
設
委
員
会
で
の
質
疑
で
、
国
に
調
査
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
私
は
求
め
た
が
、
国
は
東
京
都
が
実 

 

施
主
体
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
参
考
人
と
し
て
出
席
し
て
い
た
東
京
都
の
責
任
者
に
質
問
を
す
る
こ
と
を
促
し 

 

た
。
東
京
都
に
質
問
す
る
と
、
内
部
資
料
で
あ
る
か
ら
と
し
て
公
開
を
拒
否
し
た
。 

五 

 



素
案
に
つ
い
て
は
建
設
省
の
内
諾
を
得
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
高
架
計
画
を
変
更
す
る
意
思
の
な
い
こ
と
を
強
弁 

し
て
い
る
。 

連
続
立
体
交
差
事
業
は
国
の
補
助
金
を
受
け
て
行
わ
れ
る
事
業
で
も
あ
り
、
小
田
急
線
の
今
回
の
計
画
素
案
分 

だ
け
で
も
、
国
の
税
金
で
五
百
億
円
以
上
出
資
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
か
る
血
税
の
出
資
に
直
結
す
る
許 

 

可
内
諾
の
根
拠
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
衆
議
院
議
員
が
国
政
調
査
権
に
基
づ
き
、
提
出
を
求
め
て
い
る
「
調
査
」
報

告
に
つ
い
て
建
設
省
が
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
国
会
に
明
ら
か
に
し
な
い
の
は
不
当
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、 

違
憲
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
調
査
」
は
国
庫
補
助
を
得
て
実
施
さ
れ
て
い
る
以
上
、
既
に
報
告
は
法
令
に
従
っ
て
国 

 

に
は
当
然
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
九
月
六
日
の
建
設
委
員
会
で
の
答
弁
で
も
市
川
政
府
委
員
は 

 

「
極
め
て
具
体
的
な
調
査
報
告
を
か
な
り
の
期
間
に
わ
た
り
ま
し
て
詳
細
に
聴
取
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。 

こ
こ
に
、
改
め
て
我
々
が
有
す
る
憲
法
上
の
国
政
調
査
権
に
基
づ
き
、
東
京
都
が
昭
和
六
十
二
年
度
と
六
十
三 

 

年
度
に
実
施
し
た
小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
の
報
告
を
議
会
の
前
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
国
民
の 

 

六 

 



四 

小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
関
連
の
最
近
の
国
の
予
算
措
置
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

東
京
都
の
素
案
に
よ
る
事
業
化
に
対
し
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
出
資
す
る
金
員
は
概
ね
幾
ら
か
。 

一 

昭
和
六
十
二
年
度
、
六
十
三
年
度
に
実
施
さ
れ
た
小
田
急
線
連
続
立
体
交
差
事
業
調
査
の
報
告
に
つ
い
て
、 

代
表
と
し
て
要
求
す
る
。 

二 

東
京
都
は
八
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
実
施
さ
れ
た
「
小
田
急
線
複
々
線
化
連
続
立
体
交
差
事
業
素 

案
説
明
会
」
で
、
建
設
省
よ
り
高
架
を
基
本
と
す
る
素
案
に
つ
い
て
内
諾
を
得
た
と
し
て
い
る
が
、
事
実
で
あ 

 

る
か
。
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
根
拠
に
よ
る
も
の
か
。
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(3) 

報
告
及
び
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(2) 

右
調
査
報
告
書
を
建
設
省
は
い
つ
受
領
し
た
か
。 

(1) 

国
は
い
か
な
る
補
助
を
与
え
た
の
か
。
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

以
下
の
質
問
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

七 

 



 

八 

右
質
問
す
る
。 


